
 

品川区国民健康保険および後期高齢者医療制度保養施設の利用に関する要綱 

 

制定  平成２０年４月 １日 区長決定    

要綱第 ５４ 号 

改正  平成２１年３月２１日 要綱第１２８号 

改正  平成２７年２月１９日 要綱第 ３４ 号 

改正    平成２８年２月２３日  要綱第 ５６ 号 
             改正  平成２９年３月３０日 要綱第 ４２ 号 

     改正  令和 ２年１月 ８日 要綱第 ３３ 号 
改正  令和 ３年３月１９日 要綱第 ２９ 号 
改正  令和 ４年３月２４日 要綱第 ９６ 号 

（目的） 
第１条 この要綱は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８２条第１項、品川 
区国民健康保険条例（昭和３４年品川区条例第２０号）第１３条および高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１２５条第１項の規定に基づき、品川区国

民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者（以下「被保険者」という。）の健康保

持・増進を図るため、品川区国民健康保険および後期高齢者医療制度の保養施設の利用に

ついて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 
（施設） 
第２条 この要綱における保養施設とは、被保険者の健康保持・増進を目的として、被保険 
者が一般料金より低額の割引料金で利用できる契約（以下「契約」という。）を区と締結 
した宿泊施設をいう。 

２ 保養施設の名称および所在地は、健康推進部長が別に定める。 

 
（対象者） 
第３条 宿泊施設を利用することができる者は、品川区国民健康保険および後期高齢者医療 
制度の被保険者ならびにその同行者とする。 

 
（契約期間） 
第４条 区と保養施設との契約期間は、４月１日から翌年の３月３１日までの１年間とする。 

 
（施設の利用） 
第５条 保養施設を利用する者（以下「利用者」という。）は、利用時に、区が発行する「品

川区国民健康保険・後期高齢者医療制度保養施設利用券」を提出し、契約に定める利用料

金を保養施設に支払うことにより、当該施設を利用するものとする。 

 

 

 



（取消し料） 
第６条 利用者は、保養施設が定めた期間内に連絡することなく利用しなかった場合または 
利用人員が減員となった場合は、区と保養施設が締結した契約内容に基づいた取消し料を

直接施設へ支払わなければならない。 
２ 取消し料の徴収方法については、利用者と保養施設が協議し決定するものとする。 

 
（委任） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康推進部長が別に定める。 

 
 

付 則 
 この要綱は令和４年４月１日から適用する。 

 


